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平成３０年第３回上里町教育委員会定例会 議事日程

日 時 平成 30 年 3 月 20 日（火）午前 10 時

場 所 上里町役場 3階 教育委員会室

１ 開 会

２ 前回会議録の承認

３ 議 事

（１） 議案第５号 上里町立小中学校管理規則の一部を改正する規則について

（２） 議案第６号 上里町立小中学校職員服務規程の一部を改正する訓令

（３） 議案第７号 上里町学力向上指導員の任命について

（４） 議案第８号 学校医の委嘱について

（５） 議案第９号 学校歯科医の委嘱について

（６） 議案第 10 号 学校薬剤師の委嘱について

（７） 議案第 11 号 上里町いじめ問題専門委員の委嘱について

（８） 議案第 12 号 上里町社会教育指導員の委嘱について

（９） 議案第 13 号 中央公民館長の任命について

（10） 議案第 14 号 神保原公民館長の任命について

（11） 議案第 15 号 賀美公民館長の任命について

（12） 議案第 16 号 上里町文化財保護審議委員及び上里町文化財調査委員の

委嘱について

（13） 議案第 17 号 平成 30 年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について

（14） 報 告 事 項 承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて

（15） 報 告 事 項 承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて

（16） そ の 他



４ 教育長報告

５ その他の事項

次回の教育委員会日程について 日 時 平成 年 月 日（ ）時 分

場 所

６ 閉 会

【 休 憩 】

〇 教育委員会報告・連絡会議



平成３０年第３回上里町教育委員会会議録

招集月日

会議日程

招集者及び宣告者

平成３０年３月２０日（火）

開 会 午前１０時００分

教育長 下山 彰夫 議 長

閉 会

教育長 下山 彰夫

招集場所 上里町役場 ２０３会議室

午前１１時１０分
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＜挨拶・開会宣言＞

前回会議録の確認をお願い致します。質疑等ございましたらご発言願

います。

＜特になし＞

特に無いようですので、前回の会議録については、ご承認頂けたもの

といたします。事務局は手続きをお願いします。今回の議事録署名人に

ついては、安藤委員にお願い致します。

それでは本日の議事に入りたいと思います。本日の議事は、議案が１

３件、報告事項が２件でございますが、議事の１３から１５は、秘密会

としたいと思いますが、よろしいでしょうか。

＜了承＞

それでは、始めに議案第５号について事務局説明願います。

ご提案申し上げました議案第５号、上里町立小中学校管理規則の一部

を改正する規則についてご説明申し上げます。

１．開会

教育長

２．前回会議録の承認

教育長

委員

教育長

３．議事

教育長
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教育長

教育庶務係長
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新津 善彦

郷土資料館長

加藤 修

山田真奈美

学校教育指導主事

小暮 伸俊

丸山 修

生涯学習課長



提案理由でございますが、学校教育法及び埼玉県立中学校管理規

則の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、本案を提出するも

のであります。

概要でございますが、学校教育法及び埼玉県立中学校管理規則の

一部改正により、事務職の職務内容について、「事務に従事する」

を「事務をつかさどる」に改めるものであります。

これは、学校組織のマネジメントの中核となる校長、教頭等の負

担が増大しているため、事務職員の職務を見直すことにより、一定

の責任を持たせ、そのマネジメント機能を十分に発揮できるよう、

管理職や他の教職員との適切な業務連携や分担のもと、より主体

的・積極的に校務運営に参画することを目指すものであります。

つづきまして、内容でございます。第１４条の４第３項から第５

項までの規定中「事務に従事する」を「事務をつかさどる」に改め

るものであります。

附則では、施行期日を定めており、公布の日から施行し、平成２

９年４月１日から適用するものであります。法律及び県規則等の施

行期日が、平成２９年４月１日であるため遡及適用とするものであ

ります。

以上で、上里町立小中学校管理規則の一部を改正する規則につい

ての提案及び概要説明とさせていただきます。

慎重ご審議のうえ、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

只今、議案第５号について、事務局より説明がありました。

内容は、上位法であります学校教育法と埼玉県立中学校管理規則

の一部が改正されたことに伴い、町の小中学校管理規則の一部を改

正するものであります。この件に関しまして、ご意見ご質問等ござ

いますか。

＜特になし＞

では、議案第５号は、提案のとおり決する事でよろしいでしょう

か。

＜異議なし＞
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議案第５号は提案のとおり決しましたので、事務局は、手続き

をお願いします。

次に、議案第６号を議題といたします。事務局説明願います。

ご提案申し上げました議案第６号、上里町立小中学校職員服務

規程の一部を改正する訓令についてご説明申し上げます。

提案理由でございますが、職員の育児休業等に関する条例及び

職員の育児休業等に関する規則の一部改正に伴い、所要の改正を

したいので、本案を提出するものであります。

概要でございますが、「育児休業承認請求書」の様式内の一部表

記が変更となるものであります。非常勤職員の育児休業取得要件

に関して、育児休業に係る子が、１歳６ヵ月に達した時点で保育

園に入れない場合等、特に必要と認められる場合については、２

歳に達する日まで育児休業の取得が可能となるよう規定するもの

です。

内容でございますが、別紙第６の２を別紙のように改めるもの

です。

附則では、施行期日を定めており、公布の日から施行し、平成

２９年１０月１日から適用するものであります。条例及び埼玉県

規則等の施行期日が、平成２９年１０月１日であるため、遡及適

用とするものであります。また、附則第２項では、経過措置を定

めており、改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することが出来る事としています。

以上で、上里町立小中学校職員服務規程の一部を改正する訓令

についての提案及び概要説明とさせていただきます。

慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

只今、議案第６号について、事務局より説明がありました。

内容は、職員の育児休業等に関する条例及び職員の育児休業等

に関する規則の一部改正に伴い、町の小中学校職員服務規程の一

部を改正するものであります。この件に関しまして、ご意見ご質

問等ございますか。

＜特になし＞
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では、議案第６号は、提案のとおり決する事でよろしいでしょ

うか。

＜異議なし＞

議案第６号は提案のとおり決しましたので、事務局は、手続き

をお願いします。

次に、議案第７号を議題といたします。事務局説明願います。

ご提案申し上げました議案第７号、上里町学力向上指導員の任

命についての提案説明を申し上げます。

提案理由でございますが、上里町の児童生徒の学力向上を図る

ため、「学力向上指導員」を配置したいので、本案を提出するもの

でございます。

内容でございますが、上里町学力向上指導員に関する規則第２

条に基づき、今年度に引き続き、下記の者を任命したいので、議

決を求めるものでございます。

任命者でありますが、氏名、根岸康雄氏、

＜住所、生年月日、略歴等説明＞

勤務場所は、学校教育指導室、任期は、平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１日までであります。

以上で、上里町学力向上指導員の任命についての提案及び内容

説明とさせていただきます。

慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

只今、議案第７号について、事務局より説明がありました。

上里町学力向上指導員の任命に関し、現学力向上指導員の根岸

康雄氏を再任したいとの提案内容でありました。

この件に関しまして、ご意見ご質問等ございますか。

＜特になし＞

では、議案第７号は、提案のとおり決する事でよろしいでしょ

うか。
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＜異議なし＞

議案第７号は提案のとおり決しましたので、事務局は、手続きを

お願いします。

次に、議案第８号を議題といたします。事務局説明願います。

ご提案申し上げました議案第８号、学校医の委嘱についての提案

説明を申し上げます。

提案理由でございますが、上里町立長幡小学校と上里東小学校学

校学校医の大林晴美氏が平成３０年３月３１日をもって辞任する

ことに伴い、本庄市児玉郡医師会より新たに推薦があったため、委

嘱を行いたいので、本案を提出するものでございます。

概要でございますが、学校保健安全法第２３条第３項において、

学校には学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を配置することと規定

されていることから、現任者の辞任を受け、新たな学校医の委嘱が

必要となったため、議決を求めるものでございます。

内容でございます。委嘱者でありますが、氏名、土尾泰弘氏

＜住所、生年月日、略歴等説明＞

勤務校は上里町立長幡小学校、委嘱年月日は平成３０年４月１日

です。

もう一人の委嘱者は、氏名、大関順一氏

＜住所、生年月日、略歴等説明＞

勤務校は上里町立上里東小学校、委嘱年月日は平成３０年４月１

日です。

以上で、学校医の委嘱についての提案及び内容説明とさせていた

だきます。慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げま

す。

只今の議案第８号は、新たな学校医の委嘱についてです。長幡小

学校と上里東小学校の校医の辞任に伴い、医師会より推薦がありま

した２名の内科医について、新たに委嘱したい旨、事務局より説明

がありました。この件に関しまして、ご意見ご質問等ございますか。

＜特になし＞
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では、議案第８号は、提案のとおり決する事でよろしいでしょう

か。

＜異議なし＞

議案第８号は提案のとおり決しましたので、事務局は、手続きを

お願いします。

次に、議案第９号を議題といたします。事務局説明願います。

ご提案申し上げました議案第９号、学校歯科医の委嘱について

の提案説明を申し上げます。

提案理由でございますが、上里町立上里中学校学校歯科医の竹上

充孝氏が、平成３０年３月３１日をもって辞任することに伴い、本

庄市児玉郡歯科医師会より新たに推薦があったため、委嘱を行いた

いので、本案を提出するものでございます。

概要でございますが、学校保健安全法第２３条第３項において、

学校には学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を配置することと規定

されていることから、現任者の辞任を受け、新たな学校歯科医の委

嘱が必要となったため、議決を求めるものでございます。

内容でございます。委嘱者でありますが、氏名、戸矢宏氏

＜住所、生年月日、略歴等説明＞

勤務校は上里町立上里中学校、委嘱年月日は平成３０年４月１日

でございます。

以上で、学校歯科医の委嘱についての提案及び内容説明とさせて

いただきます。

慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

只今、議案第９号について、事務局より説明がありました。

上里中学校学校歯科医の竹上先生が、今年度で辞任するに伴いま

して、歯科医師会の推薦を受け、新たに戸矢宏氏を上里中学校学校

歯科医として委嘱したい旨の提案内容でありました。

この件に関しまして、ご意見ご質問等ございますか。

＜特になし＞

教育長
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では、議案第９号は、提案のとおり決する事でよろしいでしょう

か。

＜異議なし＞

議案第９号は提案のとおり決しましたので、事務局は、手続きを

お願いします。

次に、議案第１０号を議題といたします。事務局説明願います。

ご提案申し上げました議案第１０号、学校薬剤師の委嘱について

の提案説明を申し上げます。

提案理由でございますが、上里町立上里北中学校学校薬剤師の

中原敬行氏が、平成３０年３月３１日を以って辞任することに伴

い、本庄市児玉郡薬剤師会より新たに推薦があったため、委嘱を行

いたく、本案を提出するものでございます。

概要でございますが、学校保健安全法第２３条第３項において、

学校には学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を配置することと規定

されていることから、現任者の辞任を受け、新たな学校薬剤師の委

嘱が必要となったため、議決を求めるものでございます。

内容でございます。委嘱者でありますが、氏名、佐藤有沙氏

＜住所、生年月日、略歴等説明＞

勤務校は上里町立上里北中学校、委嘱年月日は平成３０年４月１

日でございます。

以上で、学校薬剤師の委嘱についての提案及び内容説明とさせて

いただきます。

慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

只今、議案第１０号について、事務局より説明がありました。

上里北中学校学校薬剤師の中原先生が、今年度で辞任するに伴い

まして、薬剤師会の推薦を受け、新たに佐藤有沙氏を北中学校学校

薬剤師として委嘱したい旨の提案内容でありました。

この件に関しまして、ご意見ご質問等ございますか。

＜特になし＞
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では、議案第１０号は、提案のとおり決する事でよろしいでしょ

うか。

＜異議なし＞

議案第１０号は提案のとおり決しましたので、事務局は、手続き

をお願いします。

次に、議案第１１号を議題といたします。事務局説明願います。

ご提案申し上げました議案第１１号、上里町いじめ問題専門委員

の委嘱についての提案説明を申し上げます。

提案理由でございますが、上里町いじめ問題対策連絡協議会等条

例に基づき、上里町いじめ問題専門委員会を組織するため、専門委

員の委嘱を行いたいので、本案を提出するものでございます。

概要でございますが、平成２７年９月に上里町いじめ防止基本方

針及び上里町いじめ問題対策連絡協議会等条例が制定されており、

教育委員会で組織する上里町いじめ問題専門委員会の委員を同条

例第９条第２項に基づき選出したので、委嘱を行うについて議決を

求めるものでございます。

内容でございます。委嘱者でありますが、関根寛氏、荒井喜久男

氏、妹尾英男氏、根橋文武氏、和久井麻依子氏、持田和正氏の６名

であります。

＜各人の住所、生年月日の説明＞

任期は、平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日までの２

年間であります。

なお、全員が現任者であり、引き続き再任をお願いしたいと考え

ております。

以上で、上里町いじめ問題専門委員の委嘱についての提案及び内

容説明とさせていただきます。

慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

只今、議案第１１号について、事務局より説明がありました。

説明のありました６名の方につきましては、上里町いじめ問題対

策連絡協議会等条例に基づき、教育委員会として、平成２８・２９

年度の２年間、いじめ問題専門委員として委嘱をしておりましたが
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今年度で２年の任期が切れるため、改めて２年間、いじめ問題専門

委員として委嘱したい旨の提案内容でありました。

＜各委嘱予定者の略歴紹介＞

この件に関しまして、ご意見ご質問等ございますか。

＜特になし＞

では、議案第１１号は、提案のとおり決する事でよろしいでしょ

うか。

＜異議なし＞

議案第１１号は提案のとおり決しましたので、事務局は、手続き

をお願いします。

次に、議案第１２号を議題といたします。事務局説明願います。

ご提案申し上げました、議案第１２号上里町社会教育指導員の任

命について、説明申し上げます。

提案理由ですが、上里町社会教育指導員の任期が平成３０年３月

３１日で任期満了となるため、本案を提出するものでございます。

内容でございますが、任命者は、氏名、金澤清久氏、

＜住所、生年月日、略歴等説明＞

任期は平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までとな

ります。なお、現任から引き続き、再任をお願いするものです。

以上、議案第１２号、社会教育指導員の任命につきましての提案

説明とさせていただきます。慎重ご審議の上、ご議決賜ります様、

お願い申し上げます。

只今、議案第１２号について、事務局より説明がありました。

上里町社会教育指導員の任命に関し、現社会教育指導員の金澤清

久氏を再任したいとの提案内容でありました。

この件に関しまして、ご意見ご質問等ございますか。

＜特になし＞
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では、議案第１２号は、提案のとおり決する事でよろしいでしょ

うか。

＜異議なし＞

議案第１２号は提案のとおり決しましたので、事務局は、手続き

をお願いします。

次の議案第１３号から第１５号までは、公民館長の任命に関する

内容ですので、一括して説明をお願いします。

ご提案申し上げました議案第１３号、中央公民館長の任命につい

ての提案説明を申し上げます。

提案理由ですが、中央公民館長木村隆之氏が平成３０年３月３１

日を以って任期満了となるため、後任の中央公民館長を任命したい

ので本案を提出するものでございます。

概要及び内容でございますが、任命者は、氏名、石原秀一氏、

＜住所、生年月日、略歴等説明＞

任期は平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日までの２

年間となります。

以上、議案第１３号、中央公民館長の任命につきましての提案説

明とさせていただきます。

続きまして、議案第１４号神保原公民館長の任命についての提案

説明を申し上げます。

提案理由ですが、神保原公民館長坪山正昭氏が平成３０年３月３

１日を以って任期満了となるため、後任の神保原公民館長を任命し

たいので本案を提出するものでございます。

概要及び内容でございますが、任命者は、氏名、谷ヶ﨑大司氏、

＜住所、生年月日、略歴等説明＞

任期は平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日までの２

年間となります。

以上、議案第１４号、神保原公民館長の任命につきましての提案

説明とさせていただきます。

続きまして、議案第１５号賀美公民館長の任命についての提案説

明を申し上げます。
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提案理由ですが、賀美公民館長岡芹孝行氏が平成３０年３月３１

日を以って任期満了となるため、後任の賀美公民館長を任命したい

ので本案を提出するものでございます。

概要及び内容でございますが、任命者は、氏名、岡芹孝行氏、

＜住所、生年月日、略歴等説明＞

任期は平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日までの２

年間となります。

以上、議案第１５号、賀美公民館長の任命につきましての提案説

明とさせていただきます。

慎重ご審議の上、ご議決賜ります様、お願い申し上げます。

只今、議案第１３号は中央公民館長の任命について、第１４号は

神保原公民館長の任命について、第１５号は賀美公民館長の任命に

ついて、事務局より一括説明をさせて頂きました。

提案理由は何れも、現任者の任期満了に伴います、後任者の任命

に関するものであります。

この３件に関しまして、ご意見ご質問等ございますか。

＜特になし＞

では、議案第１３号から議案第１５号は、提案のとおり決する事

でよろしいでしょうか。

＜異議なし＞

議案第１３号から議案第１５号は提案のとおり決しましたので、

事務局は、手続きをお願いします。

次に、議案第１６号を議題といたします。事務局説明願います

ご提案申し上げました議案第１６号、上里町文化財保護審議委員

及び上里町文化財調査委員の任命について、説明申し上げます。

提案理由でございますが、上里町文化財保護審議委員及び上里町

文化財調査委員が、本年３月３１日を以って任期満了となるため、
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上里町文化財保護規則第１条の規定により同委員の委嘱を行いた

いので、本案を提出するものでございます。

概要でございますが、上里町文化財保護規則第５条の規定によ

り、上里町文化財保護審議委員及び上里町文化財調査委員の任期は

２年と定められています。また再任することが出来るとされており

ますので、現委員の、小野英彦氏、谷口明廣氏、山下武彦氏、笠原

隆氏の４名の委員の再任につきまして、ご提案申し上げるものでご

ざいます。

以上、議案第１６号、上里町文化財保護審議委員及び上里町文化

財調査委員の委嘱につきましての提案説明とさせていただきます。

慎重ご審議の上、ご議決賜ります様、お願い申し上げます。

只今、議案第１６号について、事務局より説明がありました。

上里町文化財保護審議委員及び上里町文化財調査委員の委嘱に

関し、現委員４名の方が、平成３０年３月３１日で任期満了となる

ため、再任したいとの提案内容でありました。

任期につきましては、平成３０年４月１日から平成３２年３月３

１日までの２年間の任期となります。

この件に関しまして、ご意見ご質問等ございますか。

＜特になし＞

では、議案第１６号は、提案のとおり決する事でよろしいでしょ

うか。

＜異議なし＞

議案第１６号は提案のとおり決しましたので、事務局は、手続き

をお願いします。

次の議案第１７号と報告事項２件については、先程ご了解をいた

だきましたので、秘密会といたします。

＜議案第１７号、報告事項２件は議事非公開＞
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只今、議案第１７号と報告事項２件について事務局から説明があ

りました。報告の内容についてご了解頂ければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

次にその他の事項ですが、皆様の方から何かございますか。

無いようですので、次に教育長報告ですが、今月は特に皆様への

報告事項はございません。

次にその他の事項で、次回の定例教育委員会の日程を決めたいと

思いますが、次回は、４月２５日、午後１時３０分からお願いした

いと思いますが、委員の皆様のご都合はいかがでしょうか。

＜了解＞

では、次回の定例教育委員会は、平成３０年４月２５日水曜日、

午後１時３０分より役場３階教育委員会室で行います。

それでは、本日の議事につきましては全て終了しましたので、以

上で、３月の定例教育委員会を閉会とさせていただきます。皆様、

ご苦労様でした。

会議録署名人（教育長）

会議録署名人（委員）

会議録調製者（学校教育課長） 高橋 淳
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